
「イノベーションと法」勉強会提言 

①プラットフォーム型
ビジネスの発展 

各事業領域で今まさに起こっている具体的な問題と、 
考えうる対処方法 

～いま、なぜ、「イノベーションと法規制」の関係を考えるのか～ 

②漸進的な社会 
実験の要請 

③グローバルな 
規制調和の要請  

(1) 社会・産業構造の変化 (２)法規制のあり方 

縦割りの「業法」から
の脱却 

競争法的オープン 
アクセス規律の導入 

規制の柔軟性・予見
可能性の確保 

各国当局間の協調
と柔軟な域外適用 
各国ライセンスとの相互認証 

API接続義務 
データポータビリティ 

機能ごとの新法制定 

(３) 具体的な課題 
イノベーションにより、従来の法が想定する
社会構造、前提とする時代背景が変化
する 

本来の保護法益が何かを見直し、
イノベーションの推進を後押しする
規制インフラが求められる 

①既存の法体系が妥当していない領域 

②予測可能性に欠け萎縮効果が生じている領域 

③グローバルな規制調和が図られていない領域 

④規制が適切な競争環境を作り出した領域 

◆ライドシェア【道路運送法】 
◆民泊【旅館業法、民泊新法】 
◆決済【資金決済法、割販法、銀行法】 
◆PtoPレンディング【貸金業法】 
◆ソーシャルインベストメント【金融商品取引法】 
◆PtoP保険【保険業法】 
◆ネット通販【酒税法、薬機法等】 
◆銀行代理【銀行法】 

◆無人自動走行(MaaS）【道路運送車両法等】 
◆不動産【宅地建物取引業法】 
◆医療【医師法、健康保険法、薬機法等】 

◆税制・税務行政 
◆送金等【資金決済法】 
◆クラウドファンディング【貸金業法】 
◆事業性ファイナンス【利息制限法、出資法】 
◆本人確認【犯収法】 

◆宇宙【宇宙２法】 
◆仮想通貨【資金決済法】 
◆オープンAPIとデータポータビリティ【各業法】 
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「イノベーションと法」勉強会とは 
 
2017年2月より、「イノベーションと法」をテーマに勉強会を開催。とりわけ、AI/IoT時代を迎えるにあたり、
近年、各分野で急速に台頭する「取引に関するビッグデータを扱う電子的システムを運営するテクノロジー
企業」への規律のあり方をゼロベースで検討することに主眼を置き、分野横断的に議論。 
メンバーは招待制で、組織を代表せず個人の資格で参加。自由に御発言いただくため、チャタムハウスルー
ル（会議における発言につき、発言者が推測・特定されるような形での引用は行わない）を採用。 

◆メンバー （五十音順・敬称略） 
弁護士 梅澤拓  長島・大野・常松法律事務所 
弁護士 落合孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 
弁護士 片桐秀樹 西村あさひ法律事務所 
弁護士 塩崎彰久 長島・大野・常松法律事務所 
弁護士 新谷美保子 TMI総合法律事務所 
弁護士 鈴木由里 渥美坂井法律事務所 
弁護士 谷澤進  西村あさひ法律事務所 
弁護士 藤武寛之 リンクパートナーズ法律事務所 
弁護士 永井隆光 山下・柘・二村法律事務所 
弁護士 成本治男 TMI総合法律事務所 
弁護士 藤原総一郎 長島・大野・常松法律事務所 
弁護士 堀天子  森・濱田松本法律事務所 
弁護士 本間正人 べーカー＆マッケンジー法律事務所 
弁護士 増島雅和 森・濱田松本法律事務所 
弁護士 水島淳  西村あさひ法律事務所 
IGPIパートナー 塩野誠 
財務省理財局国債業務課 杉村和俊 
EY税理士法人シニアマネージャー 上田滋 
内閣官房 日本経済再生総合事務局 中原裕彦、佐野究一郎 

◆開催実績と各回テーマ 
 
業界横断的な俯瞰 
（金融、民泊、医療、宇宙、不動産分野、官民データ
利活用法、レギュラトリー・サンドボックス等） 
＜第1回＞2/24（金） 
＜第2回＞3/17（金） 
＜第3回＞4/18（火） 
＜第4回＞4/28（金） 
 
提言とりまとめに向けた議論  
＜第５回＞6/29（木）  
 
提言たたき台の議論 
＜第６回＞9/20（水）  
＜第７回＞10/20（金） 
＜第８回＞10/27（金） 
＜第９回＞12/7（木） 
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